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Ⅰ．事業概要 

 本章では、本事業の背景と目的、検討会の開催概要について記載する。 

 

１．背景と目的 

グループホームについては、入所施設や精神科病院等からの地域移行を進め

るため整備が推進されてきたところであり、それらの支援において重要な役割

を担っている。一方、平成 18年度に障害者自立支援法のサービスとして位置づ

けられて以降 10年以上が経過し、グループホームにおける障害の重度化・高齢

化や、障害福祉サービスに実績や経験のあまりない事業者の参入など、様々な

状況の変化がある。また、グループホームの利用者の中にはグループホームで

はなく一人暮らしや家族、パートナー等との同居を希望する者が存在する。 

一人暮らし等の障害者等の地域生活を支援するため、平成 30年度に障害者総

合支援法のサービスとして自立生活援助を創設したが、サービスが十分に行き

渡っていない。また、障害者の親亡き後を見据え障害者の地域生活を支える地

域生活支援拠点等の整備が進められているが、一部の市町村における整備に留

まっている。 

以上の背景を踏まえ、本事業においてはグループホームや、障害者の地域生

活を支える制度のあり方について検討する。 
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２．事業実施体制 

本事業では、有識者７人で構成する検討委員会を組成し、４回の検討会を実施

した。なお、新型コロナウィルス感染拡大状況を踏まえ、会議は原則オンライン

開催とした。 

①検討委員会

検討委員会委員は次のとおりである。なお、座長には小澤氏が就任した。
図表 1 検討委員会委員 

氏名 所属 備考 

井上 由起子 日本社会事業大学 専門職大学院 教授 学識経験者 

岩崎 香 早稲田大学 人間科学学術院 教授 学識経験者 

小澤 温 筑波大学 人間総合科学学術院 教授 学識経験者 

曽根 直樹 日本社会事業大学 専門職大学院 准教授 学識経験者 

高木 憲司 和洋女子大学 家政学部 准教授 学識経験者 

野澤 和弘 植草学園大学 発達教育学部 教授 学識経験者 

平野 方紹 立教大学 コミュニティ福祉学部 教授 学識経験者 

（五十音順、敬称略） 

②オブザーバー及び事務局

検討委員会オブザーバーとして次の方が参画した。
図表 2 オブザーバー 

氏名 所属 

河村 のり子 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課 

障害児・発達障害者支援室長 

栗原 拓也 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課 

地域生活支援推進室長補佐 

吉野 智 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課 

地域生活支援推進室 障害福祉専門官（精神障害担当） 

齋藤 綾子 
厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課 

地域移行支援専門官 

名雪 和美 
厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課 

相談支援専門官 

（敬称略） 
本事業実施事務局として、以下の社員が参画した。 

図表 3 事務局 

氏名 所属 

東海林 崇 PwCコンサルティング合同会社 公共事業部 シニアマネージャー

植村 綸子 PwCコンサルティング合同会社 公共事業部 シニアアソシエイト

栗城 尚史 PwCコンサルティング合同会社 公共事業部 シニアアソシエイト

平良 岬 PwCコンサルティング合同会社 公共事業部 アソシエイト
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３．実施内容 

検討委員会は以下のとおり全４回開催した。 

図表 4 検討委員会 開催概要 

開催日 主な議題 

第１回 

令和 2年 

12 月 8日（水） 

・事業概要の説明

・現状、論点の整理

第２回 

令和３年 

１月 22 日（金） 

・各委員からのプレゼンテーション

・各論点に関する議論

第３回 

令和３年 

２月 17 日（水） 

・各委員からのプレゼンテーション

・各論点に関する議論

・今後の検討の方向性に関する取りまとめ案の確認・議論

第４回 

令和３年 

３月 11 日（木） 

・検討会報告書案の確認
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Ⅱ．グループホーム、地域生活支援の在り方検討結果 報告 

１ 現状及び課題 

２ 検討に当たっての基本的な考え方 

３ 論点及び今後の対応 

（１）グループホームの制度の在り方 

①グループホームの制度の枠組み 

【基本的な考え】 

 【検討の方向性】 

【（仮称）自立生活移行支援型グループホームの検討に当たっての論点】 

ア （仮称）自立生活移行支援型とそれ以外（（仮称）一般型）の対象者の整理 

イ 制度の位置付け（３類型との関係を含む） 

ウ （仮称）自立生活移行支援型グループホーム退去後の切れ目のない支援の実施 

エ （仮称）自立生活移行支援型グループホームの適正な運営を確保するための対策 

②その他の論点 

ア 支援の質の確保 

イ 重度障害者の受入体制の整備や外部サービスの利用の在り方 

○ 重度障害者の受入体制の整備 

○ 外部サービスの利用の在り方 

ウ 必要なサービス量の在り方 

エ 家賃補助の在り方 

オ その他 

（２）地域移行・地域生活を支える施策の拡充 

【基本的な考え】 

  【検討の方向性】 

① 自立生活援助、地域定着支援等の制度の在り方 

ア 自立生活援助のサービスの拡充 

イ 自立生活援助・地域定着支援の一本化 

ウ グループホームと自立生活援助等の一体的な運営の促進 

エ 意思決定支援の推進 

 ② 住宅施策との連携の強化 

③ 地域生活支援拠点等の推進 

④ 地域における重層的な支援体制との連携 

４ 終わりに 
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グループホーム、地域生活支援の在り方について 

１．現状及び課題 

○ グループホームについては、障害者が重度化・高齢化する中、地域での生活をでき

る限り継続できるよう、重度障害者の受入体制の整備が課題となっている。平成 30年

度に障害の重度化や高齢化に対応する日中サービス支援型グループホームを創設する

とともに、令和３年度報酬改定では重度障害者の受入体制を強化するための報酬の見

直しを行うこととしている。 

○ 一方、利用者の中には一人暮らしや家族、パートナー等との同居を希望する者が一

定数存在。 

（参考）グループホームを利用する者の今後の住宅形態の希望 

  グループホーム 一人暮らし 二人暮らし（パートナー、結婚等）  実家や親との同居 

知的障害者   86.3％ 7.1％   1.4％    2.3％ 

精神障害者   70.8％      20.3％      2.0％    4.2％ 

身体障害者   87.6％    7.0％     0.7％   2.0％ 

  （平成 30 年度障害者総合福祉推進事業「グループホームを利用する障害者の生活実態に関する調査研究」） 

（参考）精神科病院長期入院中の患者の希望（退院する場合に暮らしたい場） 

  一人暮らし 29.6％ 家族と同居 49.5％ グループホーム 14.2％  他 

（平成 26 年度障害者総合福祉推進事業「精神障害者の地域移行及び 地域生活支援に向けたニーズ調査」）

○ 一人暮らし等の障害者等の地域生活を支援するため、平成 30年度に障害者総合支援

法のサービスとして自立生活援助を創設したが、サービスが十分に行き渡っていない。 

また、障害者の親亡き後を見据え障害者の地域生活を支える地域生活支援拠点等の

整備が進められているが、一部の市町村における整備に留まっている。 

障害者の地域生活を支える体制が十分ではないことから、一定の支援があれば希望

する地域の住まいでの生活が可能な障害者であっても、現実的な選択肢がグループホ

ームに限られる状況となっている。 

障害者総合支援法の「どこで誰と生活するかについての選択の機会の確保」という

基本理念に照らして課題がある。 

○ グループホームについては、近年、障害福祉サービスの実績や経験があまりない事

業者の参入が多く見受けられる状況があり、利用の希望のない者や支援の必要性が乏

しい者の継続的な利用や、障害特性や障害程度を踏まえた支援が適切に提供されない

といった支援の質の低下が懸念される状況もある。 

○ グループホームは対象者の具体的な要件がなく、利用者は障害種別、障害程度、年

齢などについて様々となっている。また、運営形態や支援実態も様々であり、医療的ケ

アが必要な重度障害者を受け入れるグループホームがある一方、一人暮らしに近いア
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パートタイプのグループホームも存在する。 

○ グループホームについては、入所施設や精神科病院等からの地域移行を進めるため

整備を推進してきたところであり、利用者数は令和元年 11月に入所施設の利用者数を

上回り約 14万人に、費用額は約 2400億円に増加している。 

※平成 21 年から直近までの間、利用者数は 2.5 倍（平成 22 年 3 月）5.6 万人→(令和２年 11

月)14.0 万人）、費用額は約 3.7 倍（（平成 21 年度）652 億円→（令和元年度）2,422 億円）に

増加。

２．検討に当たっての基本的な考え方 

○ グループホームについては、入所施設や精神科病院等からの地域生活への移行や地

域生活の支援について重要な役割を担っている。

一方、平成 18年度に障害者自立支援法のサービスとして位置づけられて以降 10年

以上が経過し、グループホームにおける障害の重度化・高齢化や、障害福祉サービス

に実績や経験のあまりない事業者の参入など、様々な状況の変化がある。 

 また、グループホームの利用者の中にはグループホームではなく一人暮らしや家

族、パートナー等との同居を希望する者が存在する。 

○ こうした現状及び課題を踏まえ、グループホームや地域生活を支える制度の在り方

について、改めて検討する必要がある。

＜検討の視点＞ 

①障害者総合支援法の基本理念を踏まえ、障害者の希望を踏まえた地域生活を推進す

る観点から、地域での多様な住まいの暮らしを選択できるよう、グループホームや

障害者の一人暮らしや家族等との生活を支える地域生活支援施策の在り方を検討

する。

②障害者の障害特性や障害程度を踏まえた支援の質や適切な運営を確保する観点も

踏まえた検討を行う。

３．論点及び今後の課題 

（１）グループホームの制度の在り方

「障害者の希望を踏まえた地域生活を推進する観点」及び「障害者の障害特性や障害

程度を踏まえた支援の質や適切な運営を確保する観点」から、グループホームの制度の

枠組み等について検討する。 

① グループホーム制度の枠組み

【基本的な考え】

○ グループホームの利用者の中には、グループホームではなく一人暮らしや家族、

パートナー等との生活を希望する者が存在する。
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また、一定期間、グループホームにおいて本人が希望する住まいの場に向けた支援

やアセスメントが必要な者が存在する。 

 障害者総合支援法の基本理念を踏まえ、グループホームの利用者を含め本人が希 

望する地域生活に向けた支援を推進していく必要がある。 

 

○ あわせて、グループホームは対象者の具体的要件が定められておらずアパートで

の一人暮らしに近いグループホームもある。 

グループホームの利用を希望しない者や支援の必要性が乏しい者の継続的な利用

につながらないよう、グループホームの対象者を明確化する必要がある。 

 

【検討の方向性】 

○ グループホームについて、本人が希望する地域生活に向けて支援することを制度

の目的とした類型を創設することが考えられる。 

 

○ 具体的には、一定期間後に本人が希望する住まいに移行できるよう支援すること

を目的とした（仮称）自立生活移行支援型グループホームの制度化について検討す

ることが考えられる。 

 その際、グループホームの利用に当たって、障害者本人の住まいの希望について

丁寧に把握するとともに、当該障害者が希望する地域生活に向けた支援を実施する

体制を確保する必要がある。 
※ 現行制度上、グループホームで一人暮らし等への移行を支援する制度として、 

 ・グループホームの本体住居と離れた場所で一人暮らしを支援する「サテライト型住居」  

  ・「自立生活支援加算」（退去後の居住の場の確保や在宅サービスの連絡調整等を行った場合に１回

500 単位を加算（計 3 回限度）があるが、十分なインセンティブとして機能していない状況。 

また、一人暮らし等に向けた訓練を行う施設として「宿泊型自立訓練（令和２年 11 月:233 事業

所、利用者数 3,148 人）」があるが、新たに整備するための財源や人材の確保が課題。 

 

○ また、検討に当たっては、 

・障害者の希望を踏まえた地域生活を推進することを目的とした制度としての実効

性を確保するとともに、 

・グループホームの利用を希望しない者や支援の必要性が乏しい者の継続的な利用

につながらないよう、 

（仮称）自立生活移行支援型グループホームとそれ以外のグループホームそれぞれの

対象者について、障害支援区分等の客観的指標等によりできる限り明確化を図る必要

がある。 

 その際、障害者の置かれている状況によっては、障害支援区分とグループホームに

よる支援の必要性が必ずしもリンクしない場合があることも踏まえつつ、グループホ

ームを必要とする障害者が排除されることがないよう留意が必要。  

 

〇 グループホームにおける障害者の希望を踏まえた地域生活に向けた支援の実施と

併せて、障害者の多様な住まいの場における地域生活の支援施策を拡充する必要が

ある。 
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【（仮称）自立生活移行支援型グループホームの検討に当たっての論点】 

ア （仮称）自立生活移行支援型とそれ以外（（仮称）一般型）の対象者の整理

○ 対象者については、グループホームのサービスが、障害者総合支援法上、「主と

して夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事

の介護その他の日常生活上の援助を行うこと」を目的としたサービスであることを

踏まえて整理する必要がある。 

今後、グループホームの利用者の状況や支援の実態について調査を実施し、障害

種別（身体障害・知的障害・精神障害）や障害特性も踏まえて、グループホームを

必要とする利用者像を整理するとともに、あわせて、自立生活移行支援型とそれ以

外の対象者を整理する必要がある。 

○ なお、現時点で想定される「（仮称）自立生活移行支援型」と「（仮称）一般型」

の対象者の大枠のイメージは以下のとおり。 

・「（仮称）一般型」 

長期的に、グループホームによる支援が必要な者を想定。 

具体的には、重度障害者や対面による夜間帯を含めた見守り等の支援が必要な

知的障害者等。一定の障害支援区分以上の者を対象とすることが考えられる。 

・「（仮称）自立生活移行支援型」 

上記以外の者。具体的には、主に障害支援区分の低い者であって地域での自立し

た生活を希望する障害者等。 

※ 現在のグループホーム利用者は継続的に利用できるよう経過措置を検討する

ことが考えられる。 

イ 制度の位置付け（３類型との関係を含む）

現在のグループホームは法律上、訓練等給付に位置づけられているが（※）、上記

による類型の見直しに当たっては、本人が希望する地域生活に向けた支援（訓練）

を目的とする（仮称）自立生活移行支援型グループホームを設けることを踏まえ、

例えば、 

・「（仮称）自立生活移行支援型」は訓練等給付に位置付けた上で他の訓練系サービ

スと同様に標準利用期間を設定

・「（仮称）一般型」は介護給付に位置づけた上で医療的ケアが必要な者や強度行動

障害者等への対応も含め重度障害者の受入体制を充実 

するなど、制度の位置付けの明確化を図ることが考えられる。 

※ 平成 18 年度に障害者自立支援法にグループホームが位置づけられた当初は、障害程度区

分に基づき、区分１又は非該当の者はグループホーム（訓練等給付）、区分２以上の者はケア

ホーム（介護給付）としていたが、平成 26 年度にグループホーム（訓練等給付）に一元化。 

  なお、現行の３類型については、上記の新たな枠組みを前提とした上で、後述す

る重度障害者の受入体制の整備や外部サービスの利用の在り方を踏まえた整理を
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検討する必要がある。 

 

ウ （仮称）自立生活移行支援型グループホーム退去後の切れ目のない支援の実施 

 ○ グループホームを退去した利用者が継続して地域生活を送れるよう、地域生活

に向けた支援に関わった（仮称）自立生活移行支援型グループホームの事業者が、

退去後においても切れ目なく定期的な訪問や相談等による支援を実施することが、

地域生活の継続に当たって有効と考えられる。 

   このため、（仮称）自立生活移行支援型グループホームについては、自立生活援

助と一体的な実施を前提とすることが考えられる。    

 

エ （仮称）自立生活移行支援型グループホームの適正な運営を確保するための対策 

○ 希望する住まいへの移行に向けた適切な支援を行わない事業者や、最初から一

人暮らし等が可能な者の利用への対策を検討する必要がある。 

 

（参考）（仮称）自立生活移行支援型と（仮称）一般型のグループホームのイメージ  

 自立生活移行支援型 一般型 

サービス内容 ・希望する住まいに向けた一

時的な利用を想定 

・障害者が希望する住まいに

向けた相談等の支援や訓練

（金銭管理、病状管理、家事、

相談する力等）を実施 

・退去後の定着の支援を実施 

・継続的な利用を妨げない 

・介護、日常生活上の援助等の

必要な支援を実施 

人員体制 本人が希望する住まいに向け

た支援を行う専門職を配置 

重度な障害者を受入可能な人

員を配置 

利用期間 標準利用期間を設定 特に期間は設けない 

その他 自立生活援助等の退去後の支

援の実施の要件化 

 

 

 

② その他の論点 

  ア グループホームにおける支援の質の確保 

○ 近年、障害福祉サービスの実績や経験があまりない事業者の参入が多く見受け

られる。グループホームの利用の希望がない者や支援の必要性が乏しい者の継続

的な利用や、障害特性や障害程度を踏まえた支援が適切に提供されないといった

支援の質の低下が懸念される。 

また、グループホームについては、小規模な住まいの場であり閉鎖的な環境に

なりやすい面があることから、人権擁護の観点からも、地域の中で孤立せず、開か

れた存在としていくことが重要である。 
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○ グループホームは小規模で地域に点在していることから、支援の質を確保する

ため、個々のグループホームにおける管理体制やバックアップ体制が重要であり、

運営基準において、管理体制やバックアップ体制についての明確化を図ること等

について検討する必要がある。 

また、グループホームの質の確保を図るため、障害者総合支援法に基づく協議

会における運営状況の評価の実施を推進していくことなども考えられる。 

 ※千葉県における障害者グループホーム等支援事業の取組 

    千葉県においては、障害者のグループホームのバックアップ体制を強化することを目

的として、個々のグループホームの立ち上げや運営について助言するグループホーム等支

援ワーカーを配置する事業を実施。 

    当該支援ワーカーは、千葉県内の保健所の圏域（１２ヶ所）ごとに各１名配置。 

 ※日中サービス支援型グループホームは、指定基準において、地域に開かれたサービスとす

ることによりサービスの質の確保を図る観点から、協議会等に対し、定期的に実施状況

等を報告し評価を受けることとしている。 

 

イ 重度障害者の受入体制の整備や外部サービスの利用の在り方（３類型の在り方） 

○ 重度障害者の受入体制の整備 

   平成 30年度に障害の重度化や高齢化に対応するため昼夜を通じて職員を配置す

る日中サービス支援型グループホームが創設された。 

しかしながら、現行制度上、夜間支援体制については、利用者数が少ない場合、

日中サービス支援型より介護サービス包括型の方が手厚い人員配置が可能となっ

ている。また、介護サービス包括型であっても個人単位ヘルパーを利用すれば手厚

い人員体制の確保が可能であるなど、必ずしも日中サービス支援型が介護サービス

包括型と比較して、重度障害者に対応できる基準・報酬となっていない面がある。 

   上記も踏まえ、現行の３類型の在り方について、重度障害者の受入体制の推進の

観点を踏まえて、（仮称）自立生活移行支援型グループホームの検討とあわせて一

体的に検討すべきである。 

また、重度障害者の受入に当たっては廊下幅や介護設備、強度行動障害の方の対

応のための防音設備の追加など、建設費のかかり増しになる点についても検討する

必要がある。 

 

○ 外部サービスの利用の在り方 

現行制度上、外部サービスの利用については、介護サービス包括型及び日中サー

ビス支援型グループホームにおいては、原則として、グループホームの事業所の従

業員以外の者による介護等を受けさせてはならないこととしているが、一定の要件

を満たす重度障害者については、例外的に経過措置として個人単位での居宅介護等

の利用が認められている。 

また、外部サービス利用型のグループホームについては、グループホームの事業
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者が外部の居宅介護事業者にサービスの提供を委託する受託居宅介護サービス費

の仕組みが設けられている。 

 

重度障害者向けの個人単位ヘルパーについては、効率的な支援体制や労働法制の

遵守の観点から、できる限りグループホームの従業員により重度な障害者に対応で

きるよう人員基準・報酬を見直す方向で検討することが考えられる。 

  なお、今後、重度障害者向けの個人単位ヘルパーの在り方の検討に当たっては、

以下の点に留意しつつ検討することが必要である。 

  ・個人単位ヘルパーではなくグループホームの従業員による対応を前提とした場

合には、新たにグループホームの従業員として喀痰吸引等が必要な重度障害者

に対応できる専門的な人材を確保する必要が生じることから、地域の実情に応

じた人材不足の観点についても考慮する必要があること 

  ・個人単位ヘルパーにより、グループホームの運営に外部の目が入り透明性が高

まる側面があること 

  ・常時支援が必要な重度障害者の日中の外出支援については、グループホームの

従業員ではなく、外部の訪問系サービスによる対応が現実的と考えられること 

  また、重度障害者の個人単位ヘルパーの取扱いの検討にあわせて、外部サービス

利用型の受託居宅介護サービス費の取扱いについても併せて検討することが考え

られる。 

 

 ウ 必要なサービス量の在り方 

○ グループホームについては、入所施設や精神科病院等からの地域移行を進める

ために整備を推進してきたところであり、利用者数は令和元年 11月に入所施設の

利用者数を上回り 14万人に増加している。 

グループホームのサービス量については、障害者総合支援法に基づき自治体が

定める障害福祉計画において、自治体が現に利用している者の数や障害者のニー

ズ等を勘案して必要なサービス量を見込むこととしているが、上記のグループホ

ームの制度の在り方の検討も踏まえつつ、グループホームのサービス量の考え方

を整理する必要がある。 

その際、障害者の希望を踏まえた地域生活を推進する観点からグループホーム

の利用が必要な者を見込むとともに、入所施設の待機者の状況等も勘案して見込

むことが考えられる。また、検討に当たっては、グループホームのサービス量やニ

ーズについて、各地域における実情を把握することが必要である。 

各地域において、一定のサービス量が確保されていると判断する場合の事業者

指定の在り方や必要なサービス量に関する市町村からの意見の聴取のプロセスの

導入についても検討することが考えられる。 

 

エ 家賃補助の在り方 

○ グループホームについては、障害者の地域移行を推進する観点から、平成 23年
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10月より家賃補助制度が設けられているが、 

・グループホームの家賃補助があることにより地域で一人暮らし等が可能な障害

者であっても、家賃補助によりグループホームに留まるインセンティブになっ

ているとの指摘や、 

・家賃補助が家賃に上乗せされる形で事業者の利益となっているのではないか 

との指摘がある。 

 

○ 国土交通省が所管する新たな住宅セーフティネット制度においては、障害者等

の住宅確保要配慮者のみが入居できる住宅として登録した「住宅確保要配慮者専

用住宅」に対する家賃と家賃債務保証料の低廉化に対する補助制度が設けられて

いる。 

当該制度について国土交通省と連携して推進していく必要がある。 

  ※住宅セーフティネット制度の現状等  

    民営借家は 1530万世帯。セーフティネット住宅（住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅）

（注１）は約 30 万戸（令和３年２月末時点現在）。このうち家賃低廉化補助や改修費建

設補助の対象となりうる住宅確保要配慮者専用住宅（注２）は約４千戸。 

    注１：セーフティネット住宅：新たな住宅セーフティネット制度における住宅確保要配

慮者向け賃貸住宅の登録制度において、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅と

して登録された住宅。 

注２：住宅確保要配慮者専用住宅：セーフティネット住宅のうち、住宅確保要配慮者（低

額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯）のみが入居できる住宅として登録

された住宅。 

 

○ なお、グループホームの家賃補助については、地域生活に向けたモチベーショ

ンを損なわない制度への見直しを検討することが考えられるが、単純にグループ

ホーム以外の居宅の障害者に対して家賃補助を行うことは財源の確保が課題であ

ることを踏まえて検討する必要がある。 

 また、施設整備費の補助制度や入所施設の補足給付との関係についても考慮す

る必要がある。 

 

 

 

（２）地域移行・地域生活を支える施策の拡充 

【基本的な考え】 

  ○ 現在、障害者の地域生活を支える自立生活援助や地域定着支援、市町村が整備す

る地域生活支援拠点等の施策が進められているが、十分な状況ではない。 

 

○ 障害者の地域生活を支える体制が十分ではないことから、一定の支援があれば希

望する住まいの場での生活が可能な障害者であっても、現実的には選択肢がグルー

プホームに限られる状況がある。 
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○ グループホームの制度の見直しとあわせ、障害者本人の希望を踏まえた地域での

多様な住まいの暮らしを選択できるよう、地域生活を支える施策の拡充を一体的に

検討する必要がある。 

 

〇 その際、障害者の地域生活を支える相談支援や本人が自ら望む生活を選択してい

くための意思決定支援が重要であることに留意が必要である。 

 

【検討の方向性】 
○ 障害者の地域生活を支える自立生活援助等のサービスの拡充や住宅施策との連携

を推進する。また、障害者の地域生活を支える地域体制の構築を図るための地域生活

支援拠点等の整備や機能の充実、様々な課題を抱える者に対する重層的な支援体制

との連携強化を図っていく。 

 

① 自立生活援助、地域定着支援等の制度の在り方 

ア 自立生活援助のサービスの拡充 

○ 自立生活援助については、令和３年度報酬改定において、標準利用期間（１

年間）、を越えてさらに利用が必要な場合について、市町村審査会の審査を経て

必要性が認められる場合に複数回の更新が認められるよう見直すこととして

いるが、更に、真に必要な者については、自立生活援助の利用期間を柔軟に継

続できるよう見直すことについて検討する必要がある。 

 

○ また、現状は概ね月４回程度の定期的な訪問を想定しているが、利用者の状

況により更に手厚い定期的な訪問を可能とする報酬や、ICT も活用した安否確

認や緊急通報の推進についても効果的な支援を実施する観点から検討すべき

である。 

 

イ 自立生活援助・地域定着支援の一本化 

○ 自立生活援助・地域定着支援については、法律上、障害福祉サービス・相談

支援サービスとして位置づけられているが、支援の濃度は異なるものの（※）、

いずれも地域で生活する一人暮らし等の障害者を支えるサービスであり、対象

者の状況に応じた支援の継続性を確保する観点から、自立生活援助と地域定着

支援の制度の一本化について検討することが考えられる。  

その際、これらのサービスの整備を推進する観点から、人員基準等の在り方

を検討する必要がある。 

※自立生活援助は、一人暮らし等の障害者の居宅に定期的な訪問（週１回程度）等を行い

各種相談や連絡調整等を行うサービス。 

地域定着支援は一人暮らし等の障害者の緊急時の連絡体制を確保するサービス。 

 

ウ グループホームと自立生活援助の一体的な運営の促進 

○ 前記のとおり、（仮称）自立生活移行支援型グループホームの検討に当たって
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は、退去後の継続的な支援を実施する自立生活援助との一体的な実施について

検討する。 

 

エ 意思決定支援の推進 

○ 障害者本人の希望を踏まえた地域での多様な住まいの暮らしを選択できるよ

う、相談支援専門員やサービス管理責任者による意思決定支援を徹底すること

が必要である。 

 
② 住宅施策との連携の強化 

○ 国土交通省が所管する新たな住宅セーフティネット制度の居住支援法人との連

携やセーフティネット住宅の活用促進等について、国土交通省と連携していく必

要がある。 

  特に、障害者の住宅確保に当たって必要な事項には、緊急連絡先の確保、見守

り・生活支援、死後事務委任等があり、これらの支援を行うため、自立生活援助

事業者や地域相談支援事業者が居住支援法人の指定を受けることが有効であるこ

とから、自立生活援助事業者や地域相談支援事業者の居住支援法人の指定を推進

していくことが必要である。 

 

③ 地域生活支援拠点等の推進 

○ 障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、市町村が中心となって障害

者の生活を地域全体で支える地域生活支援拠点等の整備が進められているが、現

状においては一部の自治体での整備に留まっている状況がある。また、既に地域

生活支援拠点等を整備した市町村においても、地域における障害者のニーズを丁

寧に把握し、地域の実情に応じて障害者の地域生活を支える地域生活支援拠点等

として必要な機能を充実させていくことが今後の課題となっている。 

 

令和３年度報酬改定においては、市町村が地域生活支援拠点等に位置づけた短

期入所サービスや訪問系サービス事業者に対する報酬の充実が行われることとな

っているが、更に、地域生活支援拠点等の整備・機能充実の観点から、地域生活支

援拠点等について法律上の位置付けの明確化について検討する必要がある。 

また、地域生活支援拠点等については、地域のニーズ把握やニーズを踏まえた

必要な機能の整備・強化について、協議会等を活用し、PDCA サイクルにより継続

的に検証・検討を行っていく必要がある。 

 

（参考）地域生活支援拠点等の全国の整備状況について（令和２年４月１日時点）  

     ・令和２年４月１日時点で整備済み   469市町村（26.9％）  

       ・令和２年度末までに整備予定    637市町村（36.6％） 

    ・令和３年度に整備予定       209市町村（12.0％）   

   ・その他              426市町村（24.5％） 

    ※（）内は全 1741市町村に占める割合 
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④ 地域における重層的な支援体制との連携

○ 近年、自殺や孤独死、引きこもり、依存症といった孤立を核とする課題が顕在

化している。

地域で生活する障害者が地域の中で様々なつながりの中で自分らしく生きてい

くためには、自立生活援助をはじめとした障害福祉サービスに限らず、社会参加

や居場所、就労支援を含めた重層的な支援の体制を、インフォーマルなものを含

めて構築していくことが重要である。 

〇 令和３年４月から、社会福祉法に基づき、市町村において、既存の相談支援等

の取組を活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括

的な支援体制を構築するため、①相談支援、②参加支援、③地域づくりに向けた

支援を一体的に実施する「重層的支援体制整備事業」という新たな取組が始まる。 

障害者が希望する地域生活の推進に向けて、今後、各地域において、重層的支

援体制整備事業による包括的な相談支援における各分野との多機関協働の体制が

構築されるとともに、アウトリーチ等を通じた継続的な伴走支援や地域で人と人

がつながる居場所づくりなど、地域づくりの取組が進んでいくことが期待される。 

４．終わりに 

〇 本検討会においては、障害者自立支援法のサービスとして位置付けられて以降

10 年以上が経過するグループホームについて、過去の経緯を振り返りつつ現状の

課題を整理し、今後のグループホームや地域生活支援のあり方について検討を行っ

てきた。 

〇 検討に当たっては、障害者総合支援法の基本理念を踏まえ、障害者がどこで誰と

生活するかについての選択の機会を確保するという視点を最も重要な柱として据

えた上で、支援の質や適切な運営を確保していくという視点も踏まえて制度の見直

しの方向性について議論を行った。 

本検討会の報告を踏まえ、国において制度の在り方について更なる検討が行われ

ることが望まれる。 

〇 また、本検討会では、グループホームは障害者の地域生活を支える大きな地域シ

ステムの一つであるという前提に基づき、障害者本人が希望する地域生活を実現す

るための地域生活支援のあり方について検討を行った。 

〇 障害の有無にかかわらず個人が望む住まいや暮らし方は本来多様であるはずで

あり、一人暮らしのほか、家族やパートナーとの暮らし、気の合う仲間とのシェア

ードリビングといった様々なあり方が考えられる。障害者が希望する生活を実現で
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きるよう地域生活支援施策を充実していく必要がある。 

 

〇 障害者の地域生活を支える上では、自立生活援助等による見守り・相談支援や、

住居の確保等の支援を行う住宅施策との連携が重要であり、それらの支援を更に充

実していく必要がある。その上で、障害者の地域の中での孤立や疎外を防ぎ、周囲

とのより豊かな関係性の構築を支援する観点から、新たに始まる重層的支援体制整

備事業による相談支援や地域づくりの取組との連携が重要である。 

 

〇 各地域において、本人にとっての生活の豊かさや幸せとは何かということに真摯

に向き合い、その実現に向けた支援体制の整備や地域づくりが進められることを期

待したい。
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参考資料 

１．検討委員会におけるその他・補足の意見 

〇 グループホームの制度の在り方

重度障害者の受け入れの促進 

 常時介護が必要な障害者の他、これまで施設等で生活されていた行動障害のあ

る方等が、グループホームにおいて大きな問題もなく暮らせるということが様々

な事例で実証されてきている。日中必要な際は行動援護等による外部の専門ス

キルをもった支援員を配置することなど柔軟に対応しながら、グループホーム

での受入体制を引き続き整備していくことが望ましい。

 日中サービス支援型のグループホームは重度障害者を受け入れることを前提と

しているものの、現状では一部の重度障害者に対して必要な設備が整えられて

いないことから、受入れができていない事例もあると聞く。日中サービス支援型

のグループホームについては、一定の設備面の基準を設けていくことも一案で

はないか。

個人単位ヘルパーについて 

 現状の個人単位ヘルパーの役割をグループホームの人員が担う場合、喀痰吸引

等の重度障害者への対応ができる人材を 1 法人で確保することが困難となる可

能性がある。そのため、そのような高いスキルを持った人材が多くの事業所に関

われる体制を地域の中で構築していく必要がある。グループホームを核にしな

がら、重度障害者の地域生活を支援する体制を整備していくことが重要。

 また、個人単位ヘルパーではなくグループホームの人員が夜間の支援を担う場

合、複数の支援者の巡回による見守りとなることが想定される。「住まいの場」

として個別の部屋を確保するといった本来のグループホームのあり方を踏まえ、

利用者のプライバシーを十分に考慮しつつ、適切な対応を検討していく必要が

ある。

家賃補助について 

 家賃補助を提供しながら、グループホーム利用者の一人暮らし等への移行のモ

チベーションも損なわない方策の１つとして、自立生活援助の利用期間は家賃

補助を受けられるようにする仕組みも考えられるのではないか。また、グループ

ホームから一般のアパート等に引っ越した場合は、１～２年間等と期限を決め

て補助をすることも一案ではないか。

 家賃補助を個人の家賃に対して補助するのではなく、建設費（設備費）補助とし

て事業者に提供し、結果として設定される家賃から建設費（設備費）補助を受け

た分を減額するといった間接的な家賃補助のあり方も検討できるのではないか。

その際、実際に家賃に反映されていることを確認することが難しいため、家賃の

価格設定と合わせた検討が必要と考えられる。
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グループホームの規模の考え方 

 10人定員を３棟並べて建てているグループホームと、全室個室で 10人３ユニッ

ト 30人定員の入所施設の違いを考える必要がある。 

 障害者の地域生活を考える際、特に都市部では住む場所を確保することが大き

な課題となる。現状のグループホームの人数要件では一定規模以上のグループ

ホームを建てられない状況であるが、特にグループホームを必要とする重度障

害者に関しては、グループホームの規模の要件を緩和することも検討すべきで

はないか。 

 

その他の留意事項 

 災害等不測の事態を想定したグループホームにおける防災の対策についても検

討が必要である。 

 現状のグループホームでは一部の設備が男性用、女性用で分かれており、性的マ

イノリティの方が利用しづらいという点が指摘されている。性的マイノリティ

の方に配慮した支援体制の整備を充実させていく必要がある。 

 

〇 地域移行・地域生活の支援について 
地域移行・地域生活支援の現状と課題 

 これまでグループホームは入所施設等からの地域移行を進めるために整備が進

められてきたが、実態としては地域で生活していたものの、家族の高齢化により

介護が難しくなるなど在宅生活が困難になったことをきっかけに、グループホ

ームへ入居されるケースが多数あると認識している。そういった方々の状態像

を考慮した上で、本人の希望に応じ地域生活へ戻るための支援を検討していく

必要がある。 

 高齢の障害者が親なき後にグループホームを利用するケースなどでは、一度入

居した後にまた一人暮らし等の生活に戻ることを希望するかについては難しい

問題となる。 

 グループホームから一人暮らし等へ移行できるかどうかは、地域の支援力によ

るところが大きい。障害福祉サービスの中でもアウトリーチのサービスや、相談

支援専門員等のケアマネジメント、本人の全体的な状況を踏まえたアセスメン

トの実施体制や充実の度合いについては地域格差が大きい。 

 

地域移行・地域生活支援の推進 

 （仮称）自立生活移行支援型グループホームを新たに設けるとした場合、実際に

機能させていくためには、それを利用する本人と運営する事業者の両方にとっ

て、グループホームからアパート等での暮らしへ移行することがメリットとな

るよう制度設計を行う必要がある。 

 グループホームを退所した後の地域生活の安心感をどのように作り出せるかが

重要であり、相談支援と自立生活援助のサービスを中心に、地域の支援体制を整

えていく必要がある。また、地域生活で失敗があった際に一時期戻ることのでき

るショートステイの機能も重要ではないか。 

 現代では、家族や地域の支え合いなどがだんだんと薄れ、公的な福祉サービスが

それを補うように拡充されてきている。それでも以前はインフォーマルな人間
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関係が担ってきた役割をすべて代替することができないという点は、広く認識

されてきていると考える。そのような背景を踏まえると、グループホームから退

居したあとに本人が孤立感や疎外感をもたずに生活していくことができるため

の支援を十分に考える必要がある。 

 また、地域生活においては、孤立や疎外を核とする問題の他にも、8050 問題、

DV、失業、貧困など様々な問題を複合的に抱え得るリスクがある。これらの課題

に対処していくためには、障害福祉サービス等だけではなく、国が進める重層的

な支援体制による伴走型の支援や参加支援等とも連携し、本人が地域生活に対

して希望や安心感を持てる環境を整えていくことが重要だと考えられる。

〇 多様な住まいや暮らし方

 現状のグループホーム利用者の生活のあり方は、アパートでの生活（個室の集合

体のイメージ）、シェアリビング（空間を分け合うイメージ）、グループリビング

（共有の部分を持つイメージ）の 3つに分けられると考える。一時期の知的障害

者の居住はグループリビングが主であり、利用者全員で共有部分を持ち、助け合

い、刺激し合いながら生活をしていた部分がある。上記の３つの生活のあり方を

念頭に、グループホームを類型化することも今後検討していくべきではないか。 

 グループホームからの退居後の暮らしについては、一人暮らしの他、パートナー

との２人暮らし、気の合う仲間とのシェアードリビングなど様々なものが考えら

れる。また、希望する生活は、人生の中の様々な時期によっても異なると考えら

れる。

 また、本人がグループホームを利用している場合を含め、親子でアパートの別の

階や別の棟に住むなど、「スープの冷めない距離」のような近さで暮らしたいと

いう希望も聞かれる。グループホームか一人暮らしかといった二者択一ではなく、

本人にとって最もよい住まいや生活のあり方を実現するための支援が重要だと

考えられる。



 

２．データ等参考資料 
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